
 

                             情 個 審 第 ２ １ 号 

                             令和２年１１月１８日 

 

 茨城県知事 大井川 和彦 殿 

 

  茨城県情報公開・個人情報保護審査会 

委員長 古屋 等 

 

   保有個人情報不開示決定に対する審査請求について（答申） 

 

 令和２年６月２日付け人諮問第１号で諮問のありました下記事案について，別紙のとお

り答申します。 

 

記 

 

 「私の定期人事異動の検討に際し，私の健康状態に係る評価・判断等の経過及び結果

等がわかる記録」不開示決定に係る審査請求事案 

 

（個人情報諮問第１００号） 

（個人情報答申第 ９３号） 



1 

 

第１ 審査会の結論 

   実施機関が行った不開示決定は，妥当である。 

 

第２ 諮問事案の概要 

 １ 保有個人情報の開示請求 

平成３１年３月１７日，審査請求人は，茨城県個人情報の保護に関する

条例（平成１７年茨城県条例第１号。以下「条例」という。）第１２条第

１項の規定に基づき，茨城県知事（以下「実施機関」という。）に対して，

次に掲げる保有個人情報（以下，順に「本件請求保有個人情報１」，「本

件請求保有個人情報２」及び「本件請求保有個人情報３」という。）の開

示請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

 

茨城県職員に係る平成〇〇年度定期人事異動の検討に際し，茨城県〇〇〇

〇〇〇〇に所属する私に関する次の（１）から（３）までについて，平成〇

〇年４月１日から開示請求書が到達する前日までに茨城県総務部人事課職

員が作成・更新・収集等をした一切の記録。 

（１）本件請求保有個人情報１ 

平成〇〇年度定期人事異動の検討に際し，私に係る平成〇〇年度中の健

康状態について，どのような方法によって確認・把握等をしたのか，その

経過及び結果等がわかる書類及び電磁的記録を含む一切の記録。 

（２）本件請求保有個人情報２ 

平成〇〇年度定期人事異動の検討に際し，私の健康状態について，どの

ような方法によって，どのような評価・判断をしたのか，その経過及び結

果等がわかる書類及び電磁的記録を含む一切の記録。 

（３）本件請求保有個人情報３ 

平成〇〇年度定期人事異動の検討に際し，私の健康状態について，平成

〇〇年度中にどのような方法をもって経過等を観察することとしたのか，

その経過及び結果がわかる書類及び電磁的記録を含む一切の記録。 

   

 ２ 実施機関の決定及び通知 

令和元年７月１０日，実施機関は，本件請求保有個人情報１については，

「職員調書（Ｂ）（平成〇〇年１０月１日）」に記載された保有個人情報（以

下「本件保有個人情報１」という。）を特定し，開示決定を行い，同日付け

人指令第２－２号により，審査請求人に通知した。 

同日，実施機関は，本件請求保有個人情報２については，県の機関が行う

事務に関する情報であって，開示することにより，人事管理に係る事務に関
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し，公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため，条例第１

４条第７号エに該当するとして不開示決定（以下「本件処分」という。）を，

本件請求保有個人情報３については，記載された保有個人情報は作成してお

らず存在しないため，不開示決定を行い，同日付け人指令第２－３号により，

審査請求人に通知した。 

 

  ３ 審査請求 

令和元年９月２９日，審査請求人は，実施機関が行った本件処分を不服

として，行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づ

き，実施機関に対して審査請求を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

 本件処分を取り消すとの裁決を求める。 

 

 ２ 審査請求の理由 

 審査請求人の審査請求書及び反論書における主張は，おおむね次のとお

りである。 

 （１）審査請求書における主張について 

ア 実施機関が本件処分を不開示とした理由について，「茨城県個人情報

の保護に関する条例第１４条第７号エ該当 県の機関が行う事務に関

する情報であって，開示することにより，人事管理に係る事務に関し，

公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもののため」と

記載されているが，当該記載は，単に条例第１４条第７号エの条文を抜

粋して記載したのみであって，いかなる根拠により当該規定に該当した

のかを審査請求人において認知することができず，最高裁判所平成４年

１２月１０日第一小法廷判決を踏まえると，本件処分は，理由付記の要

件を欠いている。 

イ 審査請求人が開示を求めているのは，私の健康状態の評価・判断，そ

の経過及び結果等についてであって，当該情報を開示することにより，

なぜ「公正かつ円滑な人事の確保に支障が及ぼすおそれがある」のかが

不明であり，当該情報に不開示の情報が併記されているのであれば，部

分開示決定すれば足りると考える。 

ウ ア及びイの理由から本件処分の取消しを求めるものである。 

 （２）反論書における主張について 

ア 実施機関は，弁明書において，「このような中で，個別の職員の健康
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状態等とそれに対する評価，判断，経過等を開示又は部分開示すること

になれば，人事配置に支障を来しかねず，県行政を安定かつ円滑に推進

することに支障を及ぼすおそれが生じ得るものである。」と記載してい

るが，なぜ，「人事配置に支障を来す」のか，その具体的理由が記載さ

れていないため，当該理由を明らかにすべきである。 

イ 実施機関は，弁明書において，「また，個別の職員の健康状態等とそ

れに対する評価，判断，経過等を開示又は部分開示することになれば，

職員と当該職員が所属する部署の人事管理者（以下「人事管理者」とい

う。）との間の信頼関係が損なわれることや，職員からの開示請求を意

識し，人事管理者が率直かつ詳細な記載を避けることなどが懸念される

ことから，人事異動を含む人事管理に係る事務に関し，公正かつ円滑な

人事の確保に支障を及ぼすおそれがある。」と記載しているが，なぜ開

示又は部分開示することによって，職員と人事管理者との間の信頼関係

が損なわれることが懸念されるのか，その具体的理由が記載されていな

いため，当該理由を明らかにすべきである。 

ウ 実施機関は，弁明書において，部分開示についての弁明が記載されて

いるが，審査請求人は，職員の健康状態等に関する記載部分のみを部分

開示決定すれば足りると考えて審査請求書に記載したものであり，その

他の部分の部分開示は求めていない。 

エ 弁明書の不開示理由の付記について，「茨城県個人情報の保護に関す

る条例の趣旨及び解釈並びに運用の基準」（以下「条例の趣旨等」とい

う。）は，茨城県のホームページや検索サイトで検索しても該当の文書

は確認できないため，いわゆる内規にあたる基準であると思われる。公

表されていない文書を用いて，これを合わせ読めば・・・と判断するこ

とは，実施機関側に寄った解釈であるが，理由付記について争ってもあ

まり意味がない状況と考えられるため，意見を述べるにとどめ，理由付

記については争わない。 

オ 不開示理由の該当性において，ア及びイのとおり根拠が不足又は曖昧

であることから，本件処分は取り消されるべきである。 

 （３）反論書における反論の補足について 

ア 審査請求人は，本件保有個人情報１のとおり，健康状態の不安を感じ

ていることから，他の職場へ異動したい旨の希望を提出したものである。 

イ 審査請求人は，職場や同僚に迷惑をかけないよう，心身や家族に負担

をかけ，無理をして仕事を行い，定期人事異動の機会に職場を離れさせ

てほしいと，本気の訴えとして希望を本件保有個人情報１に記載したも

のである。 
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ウ 審査請求人が提出した本件保有個人情報１に記載がある健康状態の

不安に対して，審査請求人に直接，人事管理者や人事課からの聞き取り

調査が行われたことは無く，病院等の専門機関への受診の指示等も無い

まま人事が決定されたこと，加えて経過観察の検討も無かったことにつ

いては疑問を持っている。 

エ 審査請求人は，職員の真摯な訴えに対して，人事管理者や人事課が真

摯な検討を重ねているのか，それを知りたいと考えて審査請求を行った

ものである。また，審査請求人としては，〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇，

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇，引き続き同職場に留

まって職務を遂行するにあたり，平成〇〇年度に審査請求人が〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇と人事課が判断した理由を知って安心したかったので

ある。 

オ 審査請求人は，第３の２（２）のとおり反論し，開示を求める意思に

変わりはないが，弁明書において，実施機関が本件処分には違法又は不

当の点はないとしていることから，処分取消しの判断がなされる可能性

は極めて低いものと考えられ，審査請求人が求める個人情報が開示され

る可能性も極めて低いため，審査請求人の不安は解消されないままであ

る。 

  しかし，情報公開・個人情報保護審査会においては，当該文書を見分

していただけると思うので，人事管理者や人事課が真摯に職員の訴えに

耳を傾け，真剣に検討をしていたのかについて，委員の皆様に確認をし

ていただければ幸いである。 

 

第４ 実施機関の主張の要旨 

 実施機関が，弁明書において主張しているところは，おおむね次のとお

りである。 

１ 弁明の趣旨 

  本件審査請求を棄却するとの裁決を求める。 

 

２ 本件審査請求に係る保有個人情報について 

本件審査請求に係る保有個人情報は，平成〇〇年度定期人事異動の検討に

際し，審査請求人の健康状態等とそれに対する評価，判断，経過等が記載さ

れている書類及び電磁的記録を含む一切の記録（以下「本件保有個人情報２」

という。）である。 

 

３ 条例第１４条第７号エ該当性について 
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審査請求人は，「開示を求めているのは，私の健康状態の評価・判断，

その経過及び結果等についてであって，当該情報を開示することにより，

なぜ「公正かつ円滑な人事の確保に支障が及ぼすおそれがある」のかが不

明であり・・・」と主張していることから，以下，条例第１４条第７号エ

該当性について述べる。 

条例第１４条では，「開示請求があったときは，開示請求に係る保有個

人情報に次の各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合を除き，開

示請求者に対し，当該保有個人情報を開示しなければならない。」と規定

しており，同条第７号において，不開示情報として，「県の機関，国，独

立行政法人等，他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事

業に関する情報であって，開示することにより，次に掲げるおそれその他

当該事務又は事業の性質上，当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるもの」と規定しており，同号エにおいて，「人事管理に係

る事務に関し，公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ」がある

ものを不開示情報として規定している。 

また，条例の趣旨等において，「「人事管理」とは，職員の任免，懲戒，

給与，研修その他職員の身分や能力等の管理に関することをいう。人事管

理に係る事務に関する情報の中には，勤務評定や人事異動の構想等，開示

することにより，公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるも

のがあり，このような情報を不開示とするものである。」と記載されてい

る。 

本件請求においては，審査請求人は，平成〇〇年度定期人事異動の検討

に際し，私の健康状態について，どのような方法によって，どのような評

価・判断をしたのかを求めている。 

当該情報は，職員の職務遂行情報や健康状態について，率直な記載がな

されることが予定されており，職員に開示することが想定されていないも

のである。 

およそ人事の実務とは，職員の健康状態，子育てや介護等の家庭事情，

適正，業務遂行能力等の各職員個人の事情や状況が千差万別である中で，

各行政分野の職務に適切に対応するため必要な人事配置をしなければなら

ないものである。 

このような中で，個別の職員の健康状態等とそれに対する評価，判断，

経過等を開示又は部分開示することとなれば，人事配置に支障を来しかね

ず，県行政を安定かつ円滑に推進することに支障を及ぼすおそれが生じ得

るものである。 

また，個別の職員の健康状態等とそれに対する評価，判断，経過等を開
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示又は部分開示することになれば，職員と人事管理者との間の信頼関係が

損なわれることや，職員からの開示請求を意識し，人事管理者が率直かつ

詳細な記載を避けることなどが懸念されることから，人事異動を含む人事

管理に係る事務に関し，公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

がある。 

 

４ 部分開示について 

審査請求人は，当該情報に不開示情報が併記されているのであれば，部

分開示決定をすれば足りると考えると主張していることから，以下，部分

開示の可否について述べる。 

人事異動を検討する資料のうち，職員の健康状態等に関する評価判断の

記載部分のみを不開示とし，部分開示を行った場合であっても，どのよう

な情報がどのような文章量で記載され，どの程度の枚数に達しているか等

の事実（以下「評価文章量等」という。）が明らかになる。 

これにより，例えば，本件保有個人情報１と評価文章量等との相関関係

を調べた上で，自分の意図する評価判断がなされるよう，提出する本件保

有個人情報１の記載内容や文章量を操作することなどにより，人事当局に

おいて，人事異動のために必要な情報を取得できなくなることが懸念され，

公正かつ円滑な人事制度の維持に支障を及ぼすおそれがある。 

以上のことから，部分開示することで，条例第１４条第７号エに該当す

る不開示情報を明らかにすることになるから，部分開示することはできな

い。 

 

５ 不開示理由の付記について 

審査請求人は，本件処分の不開示理由について，条例第１４条第７号エ

の条文を抜粋して記載したのみであって，いかなる根拠により当該規定に

該当したのかを審査請求人において認知することができず，最高裁判所平

成４年１２月１０日第一小法廷判決を踏まえると，本件処分は，理由付記

の要件を欠いていると主張していることから，以下，不開示理由の付記に

ついて述べる。 

開示請求に係る行政文書の全部を開示しないときは，茨城県行政手続条

例（平成７年茨城県条例第５号）第８条第１項の規定により，実施機関が

開示請求者に対し，条例第１８条各項所定の不開示決定通知書に不開示の

理由を付記しなければならないとされている。一般に，法令が行政処分に

理由を付記すべきものとしている場合に，どの程度の記載をすべきかにつ

いては，最高裁判所昭和３８年５月３１日第二小法廷判決において，「処
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分の性質と理由付記を命じた各法令の趣旨・目的に照らしてこれを決定す

べきである」とされている。 

また，不開示決定通知書に付記すべき理由の程度については，上記最高

裁判所平成４年１２月１０日第一小法廷判決においては，「開示請求者に

おいて，・・・所定の非開示事由のどれに該当するのかをその根拠ととも

に了知し得るものでなければならず，単に非開示の根拠規定を示すだけで

は，当該公文書の種類，性質等とあいまって開示請求者がそれらを当然知

り得るような場合は別として，・・・理由付記としては十分では・・・な

い。」とされている。すなわち，不開示決定通知書に理由を付記するに際

しては，当該公文書の種類，性質等とあいまって開示請求者がそれらを当

然知り得るような場合には，不開示の根拠規定を示すだけでも理由の付記

の不備にはならないものと解される。 

これを本件処分についてみるに，本件不開示決定通知書の「開示請求に

係る保有個人情報」欄には，本件請求保有個人情報２についての記載があ

り，人事異動の検討に際しての評価・判断に係る保有個人情報であること

は明らかである。また，「開示しない理由」欄には，条例第１４条第７号

エに該当する理由として，「県の機関が行う事務に関する情報であって，

開示することにより，人事管理に係る事務に関し，公正かつ円滑な人事の

確保に支障を及ぼすおそれがあるもののため。」と記載されている。 

なお，ここでいう「人事管理」に係る事務に関する情報の中には，条例

の趣旨等において，人事評価や人事異動の構想等があるとされている。 

本件請求に係る保有個人情報の性質及びこれらの記載を合わせ読めば，

開示請求者において，開示することにより公正かつ円滑な人事の確保に支

障を及ぼすおそれがあり，条例第１４条第７号エに該当する情報であると

知り得ることができるものと考えられることから，本件処分の理由の付記

は不備ではない。 

以上によれば，本件処分の理由の付記の程度については，違法又は不当

ではない。 

 

６ 結論 

以上により，本件処分には違法又は不当な点はないと考える。 

 

第５ 審査会の判断 

   当審査会は，本件諮問事案について審査した結果，次のように判断する。 

 

 １ 本件処分に係る保有個人情報について 
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本件処分に係る保有個人情報は，本件保有個人情報２であると認められ

る。 

 

 ２ 条例第１４条第７号エ該当性について 

条例第１４条第７号は，県の機関，国，独立行政法人等，他の地方公共

団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって，開

示することにより，次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上，

当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものについて

は，これを不開示としており，同号エにおいて，人事管理に係る事務に関

し，公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるものについて

は，これを不開示としている。 

審査請求人は，本件処分で，なぜ人事配置に支障を来すのか，職員と人

事管理者との間の信頼関係が損なわれることが懸念されるのか，その具体

的理由が記載されていないため，本件保有個人情報２を開示すべきである

と主張している。 

審査会において，本件保有個人情報２を見分したところ，当該情報は，

職員の健康状態とそれに対する評価，判断，経過等を人事管理者の評価を

もとに記載したものであると認められる。職員の人事管理における職員の

健康状態の評価・判断は，当該職員と勤務場所を同じくする上司の評価・

判断をもとに記載され，当該評価・判断は，両者で異なることもあり得る

ことから，本件保有個人情報２を開示した場合には，両者の信頼関係が損

なわれることが考えられる。また，人事管理者は，自分が記載した情報が

職員に開示されることとなれば，職員からの非難などをおそれ，自らの率

直な意見を記載することをちゅうちょし，結果として記載内容が形骸化し，

人事当局に必要な情報が伝わらなくなり，実施機関が行う人事管理に係る

事務に関し，公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると認

められる。  

よって，本件保有個人情報２は，条例第１４条第７号エに該当すると判

断する。 

 

 ３ 部分開示について 

条例第１５条第１項は，開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含

まれている場合において，不開示情報に該当する部分を容易に区分して除

くことができるときは，開示請求者に対し，当該部分を除いた部分につき

開示しなければならないとしている。審査請求人は，職員の健康状態等に

関する記載部分を開示するよう主張しているが，実施機関は，条例第１４
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条第７号エに該当する不開示情報が明らかになることから，部分開示でき

ないと主張している。 

そこで，当審査会事務局職員をして実施機関に確認したところ，実施機

関から「職員調書（Ｂ）（平成〇〇年１０月１日）」に記載する字数に制

限がある中で，職員の健康状態等について開示する部分があったとしても，

評価文章量等が明らかになると，健康状態の評価・判断等の着眼点が推量

できてしまうことから，職員は自分の意図する判断がなされるよう，恣意

的に本件保有個人情報１を記載するおそれがあるため，開示できる部分は

ないとの説明があった。 

審査会において，本件保有個人情報２を見分したところ，実施機関の説

明について，不自然，不合理な点はないと認められることから，当該部分

を開示することはできないと認められる。 

 

 ４ 不開示理由の付記について 

 審査請求人は，上記２（２）エのとおり，理由付記について争わないと

主張していることから，不開示理由の付記については，審査しないものと

する。 

 

 ５ 結論 

 以上により，「第１ 審査会の結論」のように判断する。 

  

第６ 付言 

 審査請求人は，本件保有個人情報２について，人事管理者や人事課が真

摯に職員の訴えに耳を傾け，真剣に検討をしていたのかについて，当審査

会委員に確認してもらいたいと主張している。人事担当課においては，今

後とも職員の適正な人事管理に係る事務の遂行に努められるようお願いす

る。 

 

 

第７ 審査会の処理経過 

本件審査請求に係る審査会の処理経過は，次のとおりである。 

年月日 内容 

令和２年６月２日 諮問受理 

令和２年８月２６日 審査（令和２年度第４回審査会第二部会） 

令和２年１０月２８日 審査（令和２年度第５回審査会第二部会） 

 


